
税目 税の内容 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期

市県民税

　令和４年１月１日現在に、鳥羽
市内に住所を有する個人に賦課さ
れます（１月２日以降に鳥羽市か
ら転出されても、その年度の市県
民税は鳥羽市に納めていただくこ
とになります）。

6月30日�
（木）

8月31日�
（水）

10月31日�
（月）

令和５年
１月31日
（火）

固定資産税 
都市計画税

　令和４年１月１日現在に、鳥羽市
内に所在する土地、家屋および償
却資産の所有者に賦課されます。

５月２日�
（月）

８月１日�
（月）

12月26日�
（月）

令和５年
２月28日�
（火）

軽自動車税
（種別割）

　鳥羽市内を主たる定置場所とす
る原動機付自転車、小型特殊自動
車、軽自動車および二輪の小型自
動車に対し、令和４年４月１日現
在の所有者に賦課されます。

5月31日
（火）

国民健康保険税

　国民健康保険に加入されている
世帯主および世帯内に被保険者の
ある世帯主に対して賦課されるも
のです。

6月30日�
（木）

８月１日�
（月）

8月31日�
（水）

9月30日�
（金）

10月31日�
（月）

11月30日�
（水）

令和５年
１月31日�
（火）

令和５年
２月28日�
（火）

令和４年度　市税・国民健康保険税納期一覧表

く
ら
し
と
税
の
つ
な
が
り

　

み
な
さ
ん
が
豊
か
で
安
心
し
た

暮
ら
し
が
で
き
る
よ
う
、
市
で
は
、

消
防
、
ご
み
処
理
、
道
路
の
整
備

と
い
っ
た
「
み
ん
な
の
た
め
に
役

立
つ
活
動
」
や
、
高
齢
者
・
障
が

い
者
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
子
育
て

支
援
、
学
校
教
育
と
い
っ
た
「
社

会
で
の
助
け
合
い
の
た
め
の
活
動
」

な
ど
、
多
く
の
市
民
サ
ー
ビ
ス
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
必
要
な
お
金
を
み

ん
な
で
出
し
合
っ
て
負
担
す
る
の

が
「
税
金
」
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
税
金
は
、
わ
た
し

た
ち
が
社
会
の
一
員
と
し
て
暮
ら

し
て
い
く
た
め
の
大
切
な
財
源
と

な
っ
て
い
ま
す
。

市
税
な
ど
の
納
め
忘
れ
は

あ
り
ま
せ
ん
か

　

納
期
限
ま
で
に
納
め
て
い
た
だ

け
な
い
か
た
に
は
、
督
促
状
や
催

告
書
、
電
話
催
告
な
ど
で
自
主
的

な
納
付
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
が
、

期
限
内
に
納
付
さ
れ
た
か
た
と
の

公
平
を
保
つ
た
め
、
差
し
押
さ
え

な
ど
の
滞
納
処
分
を
行
う
場
合
も

あ
り
ま
す
。
納
め
忘
れ
の
あ
る
か

た
は
、
早
急
に
納
付
を
お
願
い
し

ま
す
。
ま
た
、
納
期
限
ま
で
に
納

税
通
知
書
や
納
付
書
が
お
手
元
に

届
い
て
い
な
い
場
合
は
、
税
務
課

ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

市
税
が
納
付
で
き
る
場
所

　
税
務
課(

市
役
所
西
庁
舎
２
階)

・

各
連
絡
所
・
市
内
金
融
機
関
・
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア(

一
部
店

舗
を
除
く)

　

ま
た
、
納
期
限
の
日
に
指
定
さ

れ
た
口
座
か
ら
自
動
的
に
納
税
で

き
る
口
座
振
替
や
、
納
付
書
に
印

字
さ
れ
た
バ
ー
コ
ー
ド
を
利
用
し

た
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
で
も
納

付
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
活
用
し

て
く
だ
さ
い
。

納
税
相
談
窓
口
を

利
用
し
て
く
だ
さ
い

　

や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、

納
期
限
ま
で
に
税
金
を
納
め
る
こ

と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
気
軽
に

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
開
庁
時
間
に
来
庁
で
き

な
い
か
た
の
た
め
に
、
税
務
課
窓

口
に
て
夜
間
納
税
相
談
を
行
っ
て

い
ま
す
。

夜
間
納
税
相
談
窓
口　

平
日　
午
後
５
時
15
分
～
８
時（
事

前
予
約
が
必
要
で
す
）　

　

希
望
さ
れ
る
か
た
は
、
税
務
課

管
理
収
納
係
（
☎�

25�

１
１
３
２
）

へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

※
主
な
市
税
の
種
類
と
令
和
４
年

度
の
納
期
限
は
、
以
下
の
と
お
り

で
す
。

市税とわたしたちの暮らしとのつながりや納期限などについてお知らせします。
税務課管理収納係　  25 １１３２

納税納税はは住みよいまちづくり住みよいまちづくりのの第一歩第一歩ですです

7 広報とば  令和４年４月 1 日号


